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論　文　産業レベルでの集団的労働条件規制と理論的課題

産業レベルでの集団的労働条件規制を進展させることは，労働者の雇用・労働条件の維持
改善に向けての大きな課題であるが，そのためには，1）企業横断的な労働協約の締結と，2）
地域的拡張適用制度の活用が重要であり，その前提として当該制度の理論的課題の検討が
必要である。1）企業横断的労働協約については，①独占禁止法による競争制限禁止との
関係，及び，②労働協約の競合が問題となるが，①につき，複数の使用者による団体交渉，
労働協約の締結，それらの準備のための内部協議と労働協約締結後の対応は，いずれも独
占禁止法により禁止されている行為ではなく，②につき，労働組合の下部団体は，上部団
体の組合規約と統制の範囲内でのみ労働協約締結権を行使しうると解すべきである。2）地
域的拡張適用制度は，拡張適用される労働協約の定めを「一の地域」における「同種の労
働者」の最低基準とすることにより，当該労働者の雇用・労働条件を維持・向上させ，労
働者相互間と使用者相互間の公正競争を実現させ，もって，協約当事者である使用者の経
営を維持し安定化させ，当該労働協約の存立を確保し，協約当事者組合の組合員の雇用・
労働条件の維持・向上を図るものであり，それを前提として，拡張適用の対象事項と地理
的・人的適用範囲，拡張適用に必要とされる支配の程度，労働委員会と大臣又は知事の裁
量，拡張適用の法的効果と労働協約の競合等に関する解釈がなされる。
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Ⅰ　は じ め に

１　産業レベルでの集団的労働条件規制の意義

　労働法は，労働者（勤労者）の生存権と労働権
保障（人権保障を内包する雇用・労働条件の保障）
の観点から，①憲法 27 条及びこれを具体化する
個別的労働関係法の領域の法令により，労働条件
の最低基準と平等原則・契約ルール等を定めると

ともに，②憲法 28 条及びこれを具体化する労組
法により，団結権，団体交渉権，団体行動権を保
障し，労働組合，労働協約，不当労働行為救済制
度等を定め，労働者の雇用・労働条件の維持・向
上を図るものである。換言すれば，使用者間の労
働力コスト引き下げ競争と労働者間の労働力安売
り競争を制限し，労働者の生存権と労働権保障に
基づく「公正競争」を実現するものということも
できよう。
　この「公正競争」の実現のために，法令の定め
る最低基準等に上積みを行う集団的な労働条件規
制が重要であることは言うまでもないが，特に，
企業横断的な，産業（あるいは職種）レベルでの
集団的労働条件規制は重要な意義を有する。けだ
し，企業レベルでの労働条件規制では，相手方使
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用者が一人なので，使用者間の労働力コスト引き
下げ競争の制限はできないが，産業レベルでの労
働条件規制であれば，それが可能だからである。
　したがって，産業レベルでの集団的労働条件規
制を進展させることは，労働者の雇用・労働条件
の維持改善に向けての重要な課題である。

２　産業レベルでの集団的労働条件規制の方法

　産業レベルでの集団的労働条件規制の進展のた
めには，言うまでもなく，労働組合及び使用者

（団体）の前向きな取組みが不可欠であるが，ど
のような法制度が利用可能であろうか。
　第一に，使用者側が使用者団体又は複数の使用
者である労働協約（規範的部分）が締結されれば，
その規範的効力（労組法 16 条）と債務的効力によ
り，企業横断的な労働条件規制が可能である。た
だし，当該規範的効力が及ぶ範囲は，協約当事者
組合の組合員と協約当事者である使用者（又は協
約当事者たる使用者団体の構成員である使用者）と
の間の労働契約に限定される 1）。当該労働協約が
工場事業場単位の拡張適用（労組法 17 条）の要件
を充足する事業場では「他の同種の労働者」であ
る未組織労働者の労働契約にも規範的効力を及ぼ
すことができ 2），また，協約当事者の合意により
当該労働協約を別途「第三者のためにする契約」

（民法 537 条）と位置づけ，協約当事者である使用
者を諾約者，協約当事者組合を要約者，当該労働
協約の規範的効力が及ばない労働者を受益者（第
三者）として，当該労働者が受益の意思表示をす
れば当該利益を享受しうるようにすることも可能
である 3）が，いずれも規制対象となる使用者の
範囲は拡大されない。
　これに対して，第二に，当該労働協約 4）が地
域的拡張適用（地域単位の一般的拘束力）制度（労
組法 18 条）に基づき「一の地域」の「他の同種
の労働者」に適用されれば，協約当事者である使
用者（又は協約当事者たる使用者団体の構成員であ
る使用者）以外の使用者が締結している労働契約
にも適用され，規制対象となる使用者の範囲を拡
大することが可能である。
　したがって，使用者側が使用者団体又は複数の
使用者である企業横断的な労働協約を締結すると

ともに，地域的拡張適用制度を活用することが重
要であり，その前提として，これらの制度に関す
る理論的課題の検討が必要であろう。
　そこで本稿では，企業横断的労働協約（→Ⅱ），
及び，地域的拡張適用制度（→Ⅲ）に関する理論
的課題を検討することにしたい。

Ⅱ　企業横断的労働協約と理論的課題

　企業横断的労働協約については，「私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律」（以下「独
占禁止法」と呼ぶ）による競争制限禁止との関係 5）

（→ 1），及び，労働協約の競合（→ 2）について
検討する。

１　独占禁止法による競争制限禁止との関係

　独占禁止法は，公正且つ自由な競争，一般消費
者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発達
の促進を目的とし（1 条），「事業者」（2 条 1 項）
が，私的独占（2 条 5 項），不当な取引制限（2 条
6 項），不公正な取引方法（2 条 9 項）を行うこと
を禁止し（3 条，9 条），「事業者団体」（2 条 2 項）
が，一定の取引分野の競争を実質的に制限するこ
と等を禁止している（8 条）。
　企業横断的労働協約の場合は，企業別労働協約
とは異なり，使用者側が複数の使用者を構成員と
する使用者団体又は複数の使用者であるところ，
独禁法上，当該使用者は「事業者」，当該使用者
団体は「事業者団体」であるから，①使用者団体
又は複数の使用者が，労働組合と賃金その他の労
働条件（労働力コスト）について団体交渉を行い，
労働協約を締結すること，②使用者団体の構成員
である使用者又は複数の使用者が，前記①の団体
交渉又は労働協約の締結に対応するため，内部で
協議等を行うこと，③使用者団体がその構成員で
ある使用者に対して前記①の労働協約を遵守する
よう求め，当該使用者がこれを遵守すること等
が，事業者間の競争制限行為であり，不当な取引
制限の禁止（独禁法 3 条）や，事業者団体に対す
る規制（独禁法 8 条 1 号・4 号）等に違反しないか
が，問題となりうる 6）。
　しかし，憲法 28 条の享受主体は，第一次的に
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は「勤労者」であるが，第二次的には憲法 28 条
を享受する団結体（憲法上の労働組合〈憲法組合・
労組法上の労働組合〉及び憲法 28 条を享受する一時
的団結体）である。また，憲法 28 条の保障する
団体交渉権の中には，団体交渉をする権利のみな
らず，団体交渉の結果合意したことにつき協定を
締結する権利 7）も含まれると解されるが，当該
権利は相手方使用者が一人である場合に限定され
ているとは解されず，また，憲法 28 条を補充し
具体化する労組法は，労組法上の労働組合が使用
者団体と労働協約の締結その他の事項に関して交
渉し，労働協約を締結することができることを前
提としている（6 条，14 条参照）。そして，前記①
は，憲法 28 条により保障された「団体交渉」及
び憲法 28 条と労組法により保障された「労働協
約の締結」という，いずれも相手方が存在する行
為の「一部を為すもの」であり，前記②は「団体
交渉」及び「労働協約の締結」と「密接不可分な
準備行為」であり 8），前記③は「労働協約の締結」
に伴う「義務の確認と履行」であり，いずれも勤
労者の生存権と労働権を保障するために憲法 28
条により保障される行為に含まれる。
　また，独占禁止法 1 条は，公正且つ自由な競争
をその直接的な目的，一般消費者の利益の確保と
国民経済の民主的で健全な発達をその究極的な目
的として定めているところ 9），「労働力以外の生
活手段を持たない人間は自己の労働力を売って他
人の下で働くことによってしか生活できず，ま
た，労働力はその所有者である人間の人格から切
り離すことができないが，労働力はストックでき
ず一般に供給過剰なので，労働力の売手は買手と
実質的に対等に交渉することができず，個別に交
渉したのではその人権保障を内包した雇用・労働
条件が保障されない」10） ことに鑑みれば，労働力
の売手たる勤労者の生存権と労働権保障のため
に，事業者に対して労働力コスト（労働条件）に
ついてはその引き下げ競争を制限し，それ以外の
部分で競争させることは，正に「公正且つ自由な
競争」を実現し，「国民経済の民主的で健全な発
達」を促進するものであろう。
　したがって，前記①～③はいずれも，憲法 28
条により保障される行為であるから当然に，ま

た，独占禁止法の目的にも照らし，独占禁止法に
より禁止される行為には該当しないと解すべきで
ある 11）。

２　労働協約の競合

　例えば，①甲産業別労働組合（労組法上の労働
組合・連合組合）と乙使用者団体が労働協約を締
結しており，さらに，②甲産業別労働組合に所属
し A 企業の企業別労働組合である A 組合（労組
法上の労働組合・単位組合）が，乙使用者団体に所
属する A 企業と労働協約を締結しており，双方
の労働協約に同一の労働条件（例：年間休日日数）
が定められている場合，①甲と乙の産業別労働協
約と② A 組合と A 企業の企業別労働協約の双方
の適用範囲に含まれる A 組合の組合員について，
労働協約がどのように適用されるかが問題となる
ところ，労組法には労働協約の競合が生じた場合
の整序の定めが存在しない。
　学説上は，上部団体の労働協約を優先する見解

（下部団体の労働協約が上部団体の労働協約の趣旨と
矛盾しているときは無効とする 12）），下部団体の労
働協約を優先する見解（上部団体の労働協約が後で
締結されたときは最低基準としての効力のみを有し，
下部団体が後で上部団体の労働協約に反する協約を
締結した場合は下部団体の労働協約が優先する 13）），
より有利な条項を適用する見解（下部団体の労働
協約が上部団体の特別規定又は細則であれば下部団
体の労働協約を優先するが，そうでなければ労働者
により有利な条項を適用する 14）），諸要因を総合判
断する見解（両協約当事者の協約締結意思，組合組
織内の統制法理，有利性，労資関係の安定等 15））等
がある。
　鑑みるに，労組法上の労働組合である下部団体

（前記事例では A 組合）は，憲法 28 条の団結権・
団体交渉権・団体行動権を享受し，労働協約締結
権を有するが，労組法上の労働組合である上部団
体（前記事例では甲産業別労働組合）に所属してい
る以上は，これらの権利は上部団体に集約され，
上部団体の組合規約と統制（労働協約締結権の配
分も含む）の範囲内でのみ当該権利を行使するこ
とができると解される。
　したがって，前記事例では，甲産業別労働組合
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が，A 組合が同一の労働条件につき A 企業と労
働協約を締結することを許容しており，かつ，A
組合と A 企業の企業別労働協約が甲と乙の産業
別労働協約と抵触しない場合（例：甲と乙の産業
別労働協約が最低基準を定めるもので最低基準効の
みを有し，企業別協約によるより高い基準の設定を
認めており，A 組合と A 企業の企業別労働協約がよ
り高い基準を定めている場合）は，A 組合と A 企
業の企業別労働協約も重畳的に適用され，労働協
約としての効力を有するが，そうでなければ無効
であり，甲と乙の産業別労働協約のみが適用され
ることになろう。

Ⅲ　地域的拡張適用制度と理論的課題

　地域的拡張適用制度 16）については，同制度の
趣旨と目的を確認し（→ 1），拡張適用の対象とし
うる協約条項と拡張適用の地理的・人的範囲

（→ 2），拡張適用において要求される当該労働協
約基準による支配の程度（→ 3），労働委員会と大
臣又は知事の裁量の有無と範囲（→ 4），拡張適用
された労働協約の法的効力と労働協約の競合

（→ 5）を検討する。

１　地域的拡張適用制度の趣旨と目的

　労働協約は，自ら団結権，団体交渉権等を行使
し，協約当事者組合のために費用と労力を負担す
る組合員の雇用・労働条件を維持・向上させるこ
とを直接の目的とするものと解すべきところ，そ
の規範的効力（労組法 16 条）を及ぼしうるのは，
協約当事者である使用者（又は協約当事者たる使
用者団体の構成員である使用者）と協約当事者組合
の組合員との間の労働契約だけであり，その適用
範囲には限界がある。
　そのため，労働協約の適用を受けない使用者及
び労働者は，協約基準を下回る労働条件を設定す
ることができ，協約基準を下回る労働契約の存在
は，協約の適用を受ける組合員の雇用の確保やさ
らなる労働条件の維持・向上を妨げる。また，協
約の適用を受ける使用者の協約の適用を受けない
使用者に対する競争力を低下させ，その経営の維
持・安定化を妨げ，当該使用者が競争に敗れ倒産

すれば，その労働者は組合員も含め雇用を喪失す
る。
　したがって，地域的拡張適用制度は，拡張適用
される労働協約の定めを「一の地域」における

「同種の労働者」の最低基準とすることにより，
当該労働者の雇用・労働条件を維持・向上させ，

「一の地域」の使用者相互間の労働力コスト引き
下げ競争と労働者相互間の労働力安売り競争を制
限して公正競争を実現させるものであり 17），もっ
て，協約当事者である使用者（又は協約当事者た
る使用者団体の構成員である使用者）の経営を維持
し安定化させ 18），当該労働協約の存立を確保
し 19），協約当事者組合の組合員の雇用保障と労
働条件の維持・向上を図り 20），その労働権と生
存権を保障することを目的とするものと言うこと
ができよう。労働協約の地域的拡張適用は，協約
当事者組合の組合員以外の労働者の労働条件の引
き上げという効果も生じさせ，また，労働者一般
の地位の向上にもつながるが，それは結果であっ
て，直接の目的ではないと解される 21）。

２　拡張適用の対象としうる協約条項と拡張適用
の地理的・人的範囲

（1）拡張適用の対象としうる協約条項
　拡張適用の対象としうる協約条項につき，労組
法 18 条は限定していない。しかし，第一に，地
域的拡張適用の趣旨と目的（→前記 1）に鑑みれ
ば，拡張適用の対象となる労働契約が拡張適用さ
れる労働協約の定める基準を上回っていても，協
約当事者である使用者の経営や協約当事者組合の
組合員の労働条件に悪影響を与えるものではな
く，むしろ協約当事者組合の組合員のさらなる労
働条件の向上の契機となるから，拡張適用の対象
としうる労働協約の「規範的部分」22） は，雇用・
労働条件に関する最低基準を定めた条項のみであ
り，その規範的効力は最低基準効に限定されると
解すべきである 23）。
　第二に，規範的部分の最低基準を定めた条項で
あれば，拡張適用の申立人は，地域的拡張適用の
目的・趣旨に適合しない等の特段の事情がある場
合を除き，その一部のみを拡張適用の対象として
選択しうると解される。けだし，部分的な拡張適



No. 743/June 2022 47

論　文　産業レベルでの集団的労働条件規制と理論的課題

用により，拡張適用を受ける使用者及び労働者に
不利益が生じるわけではないからである。
　第三に，拡張適用の対象となる「一の労働協
約」は，「一本の労働協約」ではなく「同一内容
の労働協約」であって，単一の労働協約のみなら
ず，同一内容の複数の労働協約も該当し 24），①単
一の労働組合が複数の使用者又は使用者団体と
別々に労働協約を締結している場合，②連携関係
にある複数の労働組合がそれぞれ別の使用者又は
使用者団体と労働協約を締結している場合 25），
③単一の使用者又は使用者団体が複数の相互に連
携関係のない労働組合と別々に労働協約を締結し
ている場合，④相互に連携関係のない複数の労働
組合がそれぞれ別の相互に連携関係のない使用者
又は使用者団体と労働協約を締結している場合の
いずれでも，各労働協約の最低基準を定める同一
内容の条項につき，申立人の側（労働組合側，使
用者側，又は双方の側）の連名で拡張適用の申立
てがなされたときは，当該条項が「一の労働協
約」に該当することを否定し得ない。けだし，同
一内容の基準が大部分の労働契約に適用されてい
れば，当該基準を当該地理的・人的範囲の最低基
準とすることを否定する理由はなく，また，地域
的拡張適用の対象となる協約条項は，工場事業場
単位の拡張適用（労組法 17 条）とは異なり，知事
又は大臣の公告により明確化されるからである。

（2）拡張適用の地理的範囲と人的範囲
　労組法 18 条は，地域的拡張適用の地理的範囲
である「一の地域」，及び，人的範囲である「同
種の労働者」をどのように設定するか定めていな
いところ，「一の地域」につき，拡張適用の対象
となる協約の地理的適用範囲とは無関係に，一の
労働市場としてのまとまり 26），労働組合の組織
的範囲・組合員の労働条件に影響を及ぼす労働者
の存在範囲・協約当事者（又はその構成員）たる
使用者と競争関係に立つ使用者の存在範囲 27），
地域別最低賃金の適用範囲を画する都道府県 28）

等の基準により「一の地域」を画定しようとする
見解も存在する。
　しかし，①労働協約の締結当事者は，協約自治
に基づき原則として当該協約の地理的適用範囲及

び人的適用範囲を自由に定めることができるが，
労組法 16 条によりその規範的効力が及ぶ労働契
約は限定されるため，その対象範囲を拡大するこ
とに労組法 18 条の意義があること，②企業の経
済的基盤や経営コスト，競争関係，労働者の生活
コスト等は多様な要素により定まるもので，当該
労働協約の地理的適用範囲とは無関係に拡張適用
の地理的範囲を画定する客観的で合理的な基準は
見出し得ず，また，当該労働協約の人的適用範囲
とは無関係に拡張適用の人的範囲を画定する客観
的で合理的な基準も見出し得ないこと 29），③当
該労働協約の地理的適用範囲又は人的適用範囲の
一部を拡張適用の申立人が選定することは禁止さ
れていないことに鑑みれば，拡張適用の申立人
が，当該労働協約の地理的適用範囲又はその一部
を「一の地域」として拡張適用の地理的範囲とす
ることを求め，また，当該労働協約の人的適用範
囲又はその一部を「同種の労働者」として拡張適
用の人的範囲とすることを求めたときは，当該地
理的範囲，及び，人的範囲が，（a）明確でない場
合 30），又は，（b）地域的拡張適用の趣旨と目的

（→前記 1）に適合しない特段の事情が存在する場
合を除き，これを肯定すべきである。

３　当該労働協約基準による支配の程度

　地域的拡張適用については，一の地域において
従業する同種の労働者の 1）「大部分」が，一の
労働協約の 2）「適用を受けるに至った」ことを
要する。
　1）「大部分」については，正確な算定には技術
的困難が伴うので明確な比率を定めていないが 4
分の 3 を目安にしている旨の立法者意思 31）等も
考慮するならば，「労働協約で決めた基準が大体
においてその地方で一般化したと見られる状態に
あればよく 32），具体的数値としては概ね 4 分の
333）程度以上だが，4 分の 3 を若干下回り約 70％
前後となることもあり得る」と解すべきであろ
う。
　2）「適用を受けるに至った」につき，地域的拡
張適用制度は，「一の労働協約」の定める基準が

「大部分」の労働者の労働条件となっている場合，
これを最低基準として当該地理的・人的範囲にお



日本労働研究雑誌48

ける公正競争を実現することを目的とするから，
どのような経緯で当該基準が労働契約の内容を規
律するに至ったか 34）を考慮する必要がない。し
たがって，一の労働協約の「適用を受けるに至っ
た」労働者には，①労組法 16 条により協約当事
者組合の組合員として適用を受ける労働者のみな
らず，②労組法 17 条の工場事業場単位の拡張適
用により適用を受ける労働者 35）も含まれ，さら
に，③合意，事実たる慣習，又は就業規則を媒介
として，当該労働協約が定める基準が労働契約の
内容になっている労働者 36）も含まれる 37）と解す
べきであろう

４　労働委員会と大臣又は知事の裁量

（1）労働委員会の決議
ア　決議をなすか否かの裁量の有無

　地域的拡張適用は，労働委員会の「決議」によ
り，厚生労働大臣又は都道府県知事が決定すると
ころ（労組法 18 条 1 項），労働委員会は，労組法
18 条 1 項所定の「一の地域において従事する同
種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受け
るに至ったとき」という要件が充足されていて
も，例えば政策的な理由等により決議をしないこ
とができるか（裁量の有無）が論点となる。
　労働委員会は諸般の事情を考慮して一般的拘束
力を付与しないこともできる旨の見解 38）も存在
するが，地域的拡張適用の趣旨と目的（→前記 1）
に鑑みれば，①当該労働協約が労組法 18 条 1 項
所定の実質的要件を充足している（一定の地理的・
人的範囲において支配的な労働条件を設定している）
こと，②協約当事者双方又は一方が拡張適用の申
立てをしていること，③労働委員会が①と②を確
認したことの①～③により拡張適用は肯定される
べきであり，地域的拡張適用の趣旨・目的に適合
しないことが明らかである「特段の事情」がない
限り，労働委員会が拡張適用の決議を否定する合
理的な理由はない 39）。そして，前記「特段の事
情」がないことは，地域的拡張適用の実質的要件
に含まれており，実質的要件の解釈の問題と位置
づけるべきであろう。
　したがって，労働委員会の役割は，拡張適用の
実質的要件が充足されているか否かの確認と，充

足されているときは拡張適用をなすべき決議を行
うことに尽きるのであり，政策的な判断をなす余
地はなく，実質的要件は充足されているのに決議
をしないという裁量はないと解すべきである。

イ　修正の範囲
　労働委員会は，決議をする場合，当該労働協約
に不適当な部分があると認めたときはこれを「修
正」することができると定められているので（労
組法 18 条 2 項），修正しうる範囲が論点となる。
　第一に，当該労働協約の合意内容につき協約当
事者に争いはないものの，文言上不明確でわかり
にくいとき，あるいは，労働協約を拡張適用する
に当たり，具体的使用者名を「使用者」，組合員
を「労働者」，具体的組合名を「労働者の代表」
等と言い換える必要があるとき 40）は，当該文言
を「不適当な部分」として合意内容を変更しない
範囲で修正することは可能であろう。第二に，拡
張適用の申立人は，当該労働協約の定める労働条
件と，地理的・人的適用範囲の全部又は一部を拡
張適用の対象として申し立て得るところ（→前記
2），申立ての範囲そのままでは拡張適用の実質的
要件を充足しないが縮小すれば実質的要件を充足
し，かつ，拡張適用の申立人の意思に反しない場
合は，当該範囲を「不適当な部分」として修正・
縮小することは可能であろう 41）。
　しかし，それ以上の修正は，当該労働協約の内
容を変更しあるいは申立人の意思に反することに
なり，地域的拡張適用における労働委員会の役割

（→前記ア）から逸脱するので，できないと解す
べきであろう。

（2）大臣又は知事による決定
　地域的拡張適用は，労働委員会の決議により，
厚生労働大臣又は都道府県知事が「決定をするこ
とができる」と定められているところ（労組法 18
条 1 項），1）労働委員会が決議をなした場合に拡
張適用の決定をなさないことは可能か，2）労働
委員会の決議と異なる内容の決定をなすことがで
きるかが論点となる。
　前記 1）につき，大臣又は知事は労働委員会の
決議に拘束されず，決定をなすか否かを判断しう
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るとの見解 42）もある。しかし，地域的拡張適用
の趣旨と目的（→前記 1）に鑑みれば，①労組法
18 条 1 項所定の実質的要件の充足，②協約当事
者双方又は一方による拡張適用の申立て，③労働
委員会による①②の確認と決議により，拡張適用
は肯定されるべきで，大臣又は知事の裁量的判断
を加える必要はない。また，大臣又は知事の裁量
を認めた場合，使用者団体等が反対したときに，
大臣や知事は拡張適用の決定をするか否かの「政
治判断」をすることになり，拡張適用が事実上困
難となる。したがって，労働委員会の決議は，法
令に違反しない限り大臣又は知事の決定を拘束
し，大臣又は知事は拡張適用の決定・公告をしな
ければならないと解すべきである 43）。
　前記 2）につき，地域的拡張適用制度は，労使
関係や労働協約に精通している労働委員会が労組
法 18 条 1 項所定の実質的要件の充足を判断し，
大臣又は知事はその判断に従うことを前提として
制度設計されたと解されるので，法令違反や特段
の事情（決議の中の明らかな誤記等）がない限り，
大臣又は知事は労働委員会の決議を修正する権限
はないと解すべきであろう。

５　拡張適用された労働協約の法的効力と労働協
約の競合

（1）拡張適用の効力
　労働協約の地域的拡張適用が決定・公告される
と，決定で定められた期間中，当該労働協約が，
当該地域（一の地域）において従業する他の同種
の労働者とその使用者との労働契約に適用される
ところ，当該労働協約の規範的部分には，債務的
効力と規範的効力がある。
　したがって，第一に，その債務的効力により，
拡張適用の対象となる使用者 44）は，協約当事者
である労働組合に対して，拡張適用の対象となっ
た労働契約について，労働協約で定めた基準を遵
守する義務を負う。
　第二に，拡張適用される事項は，労働条件の最
低基準を設定する条項のみで，その規範的効力は
最低基準効である（→前記 2（1））45）。したがって，
拡張適用された労働協約の定めが，1）当該労働
契約よりも労働者にとって有利であれば，労働者

と使用者の合意の有無にかかわらず，労働契約の
内容は労働協約の定める基準と同じ内容へと有利
に修正され，あるいは，労働協約の定める基準に
より補充されるが，2）当該労働契約よりも労働
者にとって有利でなければ，労働契約内容は変更
されない（不利益変更は生じない）。なお，拡張適
用の規範的効力（最低基準効）が及んでいる期間
中，合意又は就業規則等により，当該労働協約よ
りも労働者に有利な内容で労働契約の内容を変更
することは可能である。

（2）拡張適用の対象となる労働契約の範囲
　拡張適用の対象となる労働契約は，「当該地域

（一の地域）において従業する他の同種の労働者」
と「その使用者」との間の労働契約である。
　この点につき，第一に，拡張適用される労働協
約の当事者組合以外の別組合の組合員が「一の地
域」の「同種の労働者」に含まれる場合，「他の
同種の労働者」に含まれ拡張適用の対象となるか
が問題となるところ，別組合の自主性を尊重すべ
きとの見解 46）もあるが，地域的拡張適用の場合，
工場事業場単位の拡張適用（労組法 17 条）とは異
なり，拡張適用される規範的部分は労働条件の最
低基準を定めるものだけで，その法的効力は最低
基準効のみであるので（→前記（1）），別組合の組
合員の労働契約に適用しても当該別組合及び別組
合員の団結権と団体交渉権の侵害とはならない。
また，別組合の組合員は地域的拡張適用の対象と
ならないとすると，一の地域の同種の労働者の労
働条件の維持向上と公正競争の確保という地域的
拡張適用の目的を実現できない。したがって，拡
張適用の対象となる「他の同種の労働者」には，
①協約当事者組合の組合員（協約当事者である使
用者〈又は協約当事者たる使用者団体の構成員であ
る使用者〉以外の使用者と労働契約を締結している
者），②未組織労働者のみならず，③別組合の組
合員も含まれると解すべきである。
　第二に，「一の地域」の「同種の労働者」の中
には，1）「一の労働協約の適用を受けるに至っ
た」労働者（→前記 3）と，2）「他の同種の労働
者」が存在し，1）の労働者は，既に当該事項の
適用を受けているので拡張適用の対象とはならな
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や制裁は受けないと解すべきである（川口・前掲注 5）11 頁）。

12 ）東京大学労働法研究会『註釈労働組合法』有斐閣（1949 年）
165 頁。

いところ，地域的拡張適用の期間中に，①協約当
事者組合員の資格の喪失，②労組法 17 条の拡張
適用の失効，又は，③当該労働協約を適用してい
た就業規則や合意の変更により，労組法 16 条，
17 条，又は就業規則や合意による当該労働協約
の適用がなくなったときは，新たに「他の同種の
労働者」として地域的拡張適用の対象となると解
される。

（3）別組合の労働協約との競合の有無と整序
　協約当事者組合以外の別組合の組合員も「他の
同種の労働者」として拡張適用の対象となりうる
ところ（→前記（2）），1）拡張適用の対象となっ
た労働条件（例：年間休日日数）につき当該別組
合が労働協約（別協約）を締結している場合も拡
張適用がなされ，拡張適用された労働協約と別協
約との「労働協約の競合」が生じるか，2）「労働
協約の競合」が生じる場合，どう整序するかが問
題となる。
　別協約が定める労働条件については拡張適用の
効力（最低基準効）が及ばないとすると，使用者
が拡張適用される労働協約の定める労働条件より
も低い水準の労働協約を別組合と締結することも
可能になるところ，かかる行為を許容すれば，一
の地域の同種の労働者の労働条件の維持向上と公
正競争の確保という地域的拡張適用の目的を実現
することができない。
　したがって，①別協約が定める労働条件につい
ても拡張適用がなされ，労働協約の競合が生じ，
②別協約の定めは，拡張適用された労働協約の定
める労働条件以上であれば有効であるが，これを
下回るときは，拡張適用された労働協約の最低基
準効により，拡張適用の対象となる労働契約に対
しては規範的効力を生じない（労組法 18 条 1 項に
反して無効である）と解すべきである 47）。

Ⅳ　結びに代えて

　日本では集団的労使関係における労働条件の決
定は企業レベルの労使交渉・労使合意が中心であ
ると言われることが多いが，産業別労働組合・組
織等による企業横断的な労働条件決定も重要な役

割を果たしており 48），産業別労働協約等も締結
されている 49）。
  また，地域的拡張適用についても，従来，26 件
の拡張適用の申立てがあり，そのうち，8 件につ
いて拡張適用の決定・公告がなされていたとこ
ろ，2021 年 9 月 22 日に，32 年ぶりに，大型家電
量販店における年間所定休日に関する労働協約の
茨城県における地域的拡張適用が決定・公告さ
れ 50），さらに関係労使が新たな地域的拡張適用
の申立てを準備しているとのことである。
　今後，さらに多くの企業横断的労働協約が締結
され，地域的拡張適用制度の活用がなされ，産業
レベルでの集団的労働条件規制が発展することを
期待して，結びに代えることにしたい。
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